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会 議 名 称 令和６年度第２回北本市自治基本条例審議会 

開 会 及 び 

閉 会 日 時 

令和６年６月２４日（月） 

午前１０時００分から午前１１時３０分まで 

開 催 場 所 北本市役所３階 会議室３－Ｂ 

議 長 氏 名 会長 西村一孝 

出 席 委 員 

（者）氏名 

佐藤利彦  田島和生  髙松千惠子  上田久美子  長島幸枝   

大島優子  大川原啓子  西村一孝  北條規 

欠 席 委 員 

（者）氏名 
安江洋 

説 明 者 の 

職 氏 名 
政策推進課政策推進担当 主任 國友裕太 

事務局職員 

職 氏 名 

政策推進部政策推進課政策推進担当 主席主幹 高橋弘   

同担当 主任 國友裕太 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 議事 

 ⑴ 建議内容の取りまとめ 

 ⑵ その他 

３ 閉会 

配 布 資 料 

・次第 

・資料１ 建議書（案） 

・資料２ 意見集約模造紙 

・参考  審議事項の確認 
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発 言 者 発  言  内  容 

 

高橋主席主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋主席主幹 

 

 

 

西村会長 

 

國友主任 

 

西村会長 

 

 

田島委員 

 

 

 

西村会長 

 

 

大川原委員 

 

 

 

西村会長 

 

 

１ 開会 

本日は、大変お忙しい中御出席を頂きまして、誠にありがとうございます。

定刻となりましたので、ただいまより「令和６年度第２回北本市自治基本条

例審議会」を開会いたします。 

本審議会は北本市自治基本条例審議会規則第５条第２項の規定により、過

半数の出席が必要です。本日は、委員１０名中９名の御出席を頂いています

ので、会議が成立することを御報告いたします。なお、安江委員からは、事

前に欠席の御連絡を頂いております。 

  

２ 議事 

 これより議事に入ります。議事の進行につきましては、北本市自治基本条

例審議会規則第５条第１項の規定に基づき、会長に議長をお願いいたします。 

 

（１）建議内容の取りまとめ 

それでは内容について、事務局からお願いします。 

 

【資料１に基づいて説明】 

 

 ありがとうございました。 

 ただいまの内容について、質問や意見等のある方はいらっしゃいますか。 

 

 知る、参加する、広める、ことが必要とのことでしたが、自治基本条例を

制定した時にすでに十分周知はされていました。ところがここ最近は地域が

疎遠になってきてしまっています。 

 

 そのような経緯も踏まえて、自治基本条例と建議書がきれいごとにならな

いようにするためにはどうしたらよいでしょうか。 

 

 先日、児童館に用事があったのですが、休日という事もあり、親子連れで

大変賑わっていました。居場所があれば集まりたいという人は大勢いるのだ

と感じました。 

 

 大川原委員がおっしゃったような居場所ができるための仕組みづくりが

大切だと思います。 
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髙松副会長 

 

 

 

 

 

 

大川原委員 

 

 

 

北條委員 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

大島委員 

 

 

西村会長 

 

 

 

各委員 

 

西村会長 

 

 子ども食堂のＳＡＲＡちゃん食堂の活動を行っています。多いときは一日

100食配っていましたが、コロナも落ち着いたことから、会食形式に戻した

ところ60食まで減ってしまいました。会食形式にしたことで来なくなってし

まった40食分の理由が今後の課題であると考えています。その人たちが来て

くれるためにはどんな工夫が必要なのかと考える事は、まちづくりにおいて

も必要なことではないかと思います。 

 

 市も広報紙を使い周知してくれていますが、配布されても中を開かない市

民もいるので広報紙を読んでもらえるような工夫も必要になってくると思

います。 

 

 若い人はスマホを使い、主にネット上でコミュニティを作っています。こ

ういった若い世代と、私たち審議会委員のような世代が接点を持つのは非常

に難しいことです。接点を持つためにはきっかけが必要です。地域コミュニ

ティもこれまでのやり方では成り立たなくなってしまう恐れがあります。北

本で若い人が集まっているのは北本高校や各中学校だったりするので、コ

ミュニティと北高生をつなぐような仕組みなどがあるとよいのではないか

と思います。 

 

 高齢者は賃貸を借りにくいため、北本団地には高齢者が集まってきていま

す。地域コミュニティ、自治連、社会福祉協議会、それぞれが連携して情報

を共有しないと対応できなくなっています。高齢者が北本団地でのイベント

に参加した際、なぜこのイベントに参加したのかを調査し、その結果を分析

することで効果的なアプローチをしていく必要があると思います。 

 

 スマホを使った情報発信は今後において絶対必要となってくると思いま

す。 

 

 皆様、様々なご意見ありがとうございました。非常に多くの意見をいただ

きましたので、皆様からの意見を踏まえ、私と事務局で建議書案を修正する

ことについて一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

【了承】 

 

 それでは建議書案の取り扱いについては以上のように決定します。また、

市長への建議書の提出は私のほうで行わせていただきます。 
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高橋主席主幹 

 

 本日の議事が終了しましたので、進行を事務局にお返しします。 

 

３ 閉会 

ありがとうございました。 

市長へ建議書が提出された後に、委員の皆様には郵送で建議書の写しを送

付させていただきます。 

以上を持ちまして、「令和６年度第２回北本市自治基本条例審議会」を閉

会いたします。本日は長時間にわたり、誠にありがとうございました。 

  

以上 

 


